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令和５年第６回総会 

 

議  長 本日、太田越委員より欠席の連絡をいただいております。在任

委員１３名、出席委員１２名、出席委員が在任委員の過半数に達

しておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項

の規定により会議は成立いたしました。 

 

     これより、第６回農業委員会総会を開催いたします。 

     日程第１．会議録署名委員の指名を行います。 

     会議規則第 13条の規定により、５番張間委員、６番林委員の

両名を指名いたします。 

 

日程第２．報告第１号.会長の動向ですが、特に報告はありま

せん。 

 

日程第３．報告第２号．あっせん報告について上程いたします。

前回総会は２件のあっせん委員会が立ちあがりましたのでそれ

ぞれのあっせん委員会より報告願います。 

まず、その１とその２について張間委員長より報告願います。 

 

張間委員 令和５年第５回農業委員会総会であっせんすることに決定し

ていた●●●●さんから申し出があった農地の貸借に係るあっ

せんについて報告いたします。 

雄鎮内地区の●●●●さんの元耕作地について、全地貸借を

希望していたため、●●●●さんと●●●●さんの２名を相手

方として選定し５月６日にそれぞれあっせんを行いました。 

1 件目、●●●●さんについては 合計４０筆で、利用可能

面積１８７，５３９.５５㎡について 1 反当たり３,４９２円、

合計６５５,０００円。 

２件目、●●●●さんについては合計８筆で、利用可能面積

７９，８９５．３７㎡について 1反当たり３,５０４円、合計２

８０,０００円でそれぞれ調整がつきましたことを報告いたし

ます。 

 

次に、その２について西田委員長より報告願います。 

 



西田委員 令和５年第５回農業委員会総会であっせんすることに決定し

ていた●●●●さんから申し出があった農地の売買に係るあっ

せんについて報告いたします。 

二区の●●●●さんの元所有地について、全地売買を希望し

ていたため、元々の貸借先であり隣接地の所有者である●●●

●さんを相手方として選定し５月１１日にあっせんを行いま

した。 

●●●●さんを相手方として合計１５筆で、利用可能面積６

４，８７６㎡について 1反当たり６１，６５７円、合計４，０

００，０００円で調整がつきましたことを報告いたします。 

 

議  長 ただいま、それぞれ報告のありました件について質疑ござい

ませんか。 

    （質疑なし） 

無いようですので、あっせん報告を了承することでご異議ご

ざいませんか。 

（異議なしの声） 

全員異議なしと認めあっせん報告を了承することといたしま

す。 

 

議  長 日程第４.議案第１号.農用地利用集積計画の決定について議

題といたします。 

 

朗読願います。（係長朗読） 

説明願います。（局長説明） 

 

局  長 本件は、全部で 3 本あり、あっせん報告のあった旭川市の●

●●●さんより雄鎮内の●●●●さん、●●●●さんを相手に

貸借する案件と札幌市の●●●●さんと二区の●●●●さんの

売買の案件になります。場所については９ページから１０ペー

ジの図面をご参照ください。 

 

議  長 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     質疑を打ち切ります。 

     この計画案が適当であるか否かについて意見を求めます。 

     計画案が適当であるとしてご異議ございませんか。 



     （異議なしの声）  

     異議なしと認めます。本計画案は適当であると決定しました。 

 

井上委員 日程第５議案第２号．農地法第３条第１項の規定による許可

申請について議題といたします。 

 

朗読願います。（係長朗読） 

     説明願います。（局長説明） 

 

局  長 本件は、農地法第３条の許可申請であります。 

     滝美町の●●●●さんの農地を二区の●●●●さんに貸借す

る案件でございます。なお３条の許可基準については、説明資料

１ページをご覧ください。この表によりチエックを行いました

が、問題ありませんでしたので審議の参考にしてください。場所

については議案３８ページの黄色の部分であります。詳細につ

いては係長より説明いたします。 

 

係  長 本件については●●●●さんから●●●●さんへ貸借してハ

ッカの作付けを行っていた場所であり、昨年は 1 年という期間

での貸借となっておりました。 

今回については、昨年の作付けがうまくいった事もあり、5年

の長いスパンでの貸借をするという方針から昨年と同条件で期

間を持った形での更新となっております。 

     

井上委員 これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

     （質疑なし） 

質疑を打ち切ります。 

本件は、現地確認については昨年も確認しており、土地の大き

な形質変化等が見られないものとして省略いたします。 

 

井上委員 この件について意見を求めます。温水委員。 

 

温水委員 昨年現地確認をしており、大きな変化がないと認められるこ

とから許可してよろしいと思います。 

 

井上委員 ただ今許可してよろしいとの意見がありましたが、ご異議ご



ざいませんか。 

（異議なしの声） 

異議なしと認めます。本件は許可することに決定しました。 

 

議  長 以上で全議案の審議が終了いたしました。これで第６回農業委

員会総会を終了いたします。 

 


